
労働基準法が変わりました

長時間労働を抑制し、  ●健康を確保する
    ●仕事と生活の調和がとれた社会を実現する

労働基準法が変わりました
①時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

②年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります

法改正の趣旨

平成 22年 4月 1日から施行されます

どう
変わった

？

どうして

変えたの
？

「割増賃金率の引き上げ」を時短につなげるためになぜ時
短

につな
がる？

いつか
ら？

支払われる賃金

通
常
の
賃
金

通常の賃金
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現行では、所定外労働時間の長さに関係なく、一律 25%の法定割増賃金率となっていますが、これからは、0 ～ 45
時間までは 25%、45 ～ 60 時間までは 25%を超える率（労使努力義務）、60 時間以上 50%が法定割増賃金率とな
ります。なお、労使協定を結ぶことで 60 時間を超える部分のうち、改正法による引き上げ分（上図では、50%-25%
以上の部分）の割増賃金の引き上げに代えて、有給の休暇を付与することもできます。（代替有給）

増加額試算 ２億円／年
（時短アンケート及び賃金調査結果をもとに、1000 人
規模の会社で試算）

残業手当が増加した分、一時金を減額するといったことを行え
ば、時短にはつながりません。

実質的な取り組みを行わず、目標管理時間だけを設定しては、賃
金不払い問題などが発生するだけで時短にはつながりません。

手当の増加は企業経営を圧迫し、業績を下げる要因となります。
ひいては私たちの雇用や賃金にも影響を及ぼします。法改正を
契機として、労使一体で時短に取り組まなければなりません。

法の施行まで1年を切っています。法改正の趣旨を理解し、法を遵守するために労使での協議が必要です。

詳しい内容は、厚生労働省のホームページを参考にしてください。　http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが(注)、労使協定
を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
(注)日単位とは、午前0時から午後12時までの暦日単位をさします。なお、半日単位の年
休付与について、労働者がその取得を希望し、使用者もこれに同意した場合には、適切
に運用される限り問題がないという通達が出ています。

※ 代替有給の詳細は改正法の施行までに厚生労働省令で定められます。

長時間労働が抑制される

（時 短）

法で想定している時短への道筋
時短が進まない場合、企業の人件費が増加 増加分を現状の総人件費の中から配分してはいけません

目標管理時間だけを設定するような方法ではいけません

残業手当が増えることを喜んではいけません

企業側が真剣に時短に取り組まざるを得ない

労使一体での時短推進活動

時短につなげるための注意点（法の趣旨を遵守する）

労使の努力義務




